
（１）日頃の環境整備等

□
活動実施前に活動場所における暑さ指数等により熱中症の危険度を把握できる環境

を整える

□

危機管理マニュアル等で、暑熱環境における活動中止の基準と判断者及び伝達方法

を予め定め、関係者間で共通認識を図る（必要な判断が確実に行われるとともに関

係者に伝達される体制づくり）

□
熱中症事故防止に関する研修等を実施する（熱中症事故に係る対応は学校の教職員

や部活動指導に係わる全ての者が共通認識を持つことが重要）

□

休業日明け等の体が暑さや運動等に慣れていない時期は熱中症事故のリスクが高い

こと、気温30℃未満でも湿度等の条件により熱中症事故が発生し得ることを踏ま

え、暑さになれるまでの順化期間を設ける等、暑熱順化（体を暑さに徐々にならし

ていくこと）を取り入れた無理のない活動計画とする

□ 活動中やその前後に、適切な水分等の補給や休憩ができる環境を整える

□

熱中症発生時（疑いを含む）に速やかに対処できる体制を整備する

（重度の症状（意識障害やその疑い）があれば躊躇なく救急要請・全身冷却・AED

の使用も視野に入れる）

□ 熱中症事故の発生リスクが高い活動の実施時期・活動内容の調整を検討する

□

運動会、遠足及び校外学習等の各種行事、部活動の遠征など、指導体制が普段と異

なる活動を行う際には、事故防止の取組や緊急時の対応について事前に確認し児童

生徒とも共通認識を図る

□
保護者に対して活動実施判断の基準を含めた熱中症事故防止の取組等について情報

提供を行い、必要な連携・理解醸成を図る

□
室内環境の向上を図るため、施設・設備の状況に応じて、日差しを遮る日よけの活

用、風通しを良くする等の工夫を検討する

□
学校施設の空調設備を適切に活用し、空調の整備状況に差がある場合には、活動す

る場所の空調設備の有無に合わせた活動内容を検討する

□
送迎用バスについては、幼児等の所在確認を徹底し、置き去り事故防止を徹底する

（安全装置はあくまで補完的なものであることに注意）

※学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き（令和６年４月追補版　環境省・文部科学省）より

熱中症予防に関するチェックリスト


